
令和　　　　　  年　　　　月　　　　日 
 

介護予防短期入所生活介護サービスの提供開始にあたり、ご利用者及びそのご家族に対して、 
本書面に基づいて重要な説明を しました。 
 
【事業者】 
　　　　 　　所 在 地　　　　   富山県富山市婦中町蛍川95番地29 

名    称　　　　 　 有限会社　Ｃａｒｅ　Ｒｉｓｅ 
　　　　　　　　              　　代表取締役 橋本　和憲 
 
私は、本書面に基づいて、事業者から重要事項の説明を受け、介護予防短期入所生活介護サービスの提供に同意しました。 

 

【利用者】 
住   所 

　　　　　　　 
氏   名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
【代理人】 

住   所 
　　　　　　 

 氏   名　　　　　　　　　　　　             　　　　　　　　　　　　　　        　（続柄　　　　　　　　　） 
＜ 
【家族代表】 

住   所 
 
氏   名　 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護予防短期入所生活介護重要事項 
当事業所は、富山市の指定居宅サービス事業所の指定を受けています。　（事業所番号　１６７０１１４２６１）　　　　 
当事業所は、ご利用者に対して、介護予防短期入所生活介護サービスを提供します。 
事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 
 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」と認定された方が対象となります。 
 
１．事業者の名称及び主たる事務所の所在地 
　　（1）事業者名　有限会社　Ｃａｒｅ　Ｒｉｓｅ 
　　（2）代表者名　代表取締役　橋本　和憲 
　　（3）所在地　富山市婦中町蛍川95番地29 
　　（4）電話番号　（076）413－3210 
 
２．事業所の概要 

（1）​ 事業所の名称及び所在地 
1​ 名称　ショートステイ楓和 
2​ 所在地　富山市婦中町熊野道357 
3​ 電話番号　（076）461－6118 
4​ サービス開始年月日　平成30年０2月０15日 

　　（2）サービスの種類　介護予防短期入所生活介護　 
　　（3）利用定員　21名（介護予防サービス定員を含む） 
　　（4）管理者名　西尾　幸子 
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短期入所定員　21名　　　　（　個室　21部屋　） 

居室・施設の種類 室数 備考（主な設置機器等） 

居室（個室） 21室 ベッド・棚・洗面・ナースコール 

共同生活室及び食堂 1室 テーブル・イス・キッチン等 

機能訓練室 1室 リハビリ機器等 

浴室 2室 一般浴・機械浴対応 

医務室・処置室 1室 テーブル・イス・ベッド 

相談室 1室 テーブル・イス等 

　　（5）事業所の目的　 
　　要支援状態となった場合においても、その利用者が、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を
営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び、心身の機能の維
持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 

　　（6）事業所の運営方針　　 
①当事業所が提供する介護は介護保険法、厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 
②常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め利用者の人格を尊重し、利用者とその家族のニーズに沿った介護計画を作成し　
利用者が求めている適切なサービスを提供する。 

③利用者とその家族に対してサービス内容及び提供方法を分かりやすく説明する。 
④適切な介護技術を持ってサービス提供する。 
⑤常に提供したサービスの質の向上に努め評価を行う。 
⑥当該計画に沿った介護を提供する。 

 
３．事業の実施地域 
　　（1）通常の事業の実施地域 

　富山市婦中町・神保・熊野・宮川・古里・朝日地域とする。 
 

４．職員の配置状況 
当事業所では、ご利用者に対して、介護予防短期入所生活介護サービスを提供する職員として、以下の職員を配置しています。 
管理者1名　　　　生活相談員1名以上　　　機能訓練指導員1名以上　　 
介護看護職員7名以上(利用者様：職員3：1)　　医師(非常勤)1名以上 
 

 
 
 
 
 
 
 
５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

ご利用者に対する、具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービス計画（ケアプラン）に沿った、         介護
予防短期入所生活介護計画に定められます。 
（１）日常生活上の世話 
（２）一般状態の確認 
（３）食事サービス 
（４）入浴サービス 
（５）送迎サービス 
（６）相談、助言、指導 
（７）機能訓練サービス 
○食事時間 

朝食　　　　　8：00～9：00 
昼食　　　　12：00～13：00 
夕食　　　　17：30～18：30 

利用料は、介護報酬の告示上の額とします。 
＜サービス利用料金　　1回当り＞ 
下記の料金表から、介護保険給付額を除いた金額（自己負担額）となります。 
 

要支援1 ４７９ 

要支援2 ５９６ 

送迎加算　(片道) １８４  

介護職員処遇改善加算（Ⅱイ）　　　　　　一月の総単位数×15.9% 

7級地　　　　　　　×10.17円　　　　 
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、ご利用者の負担額を変更します。 
この費用に関しても、その他の費用と同じ支払い方法をとるものとする。 

＜その他の費用　　1回当り＞ 
食費　　　朝食500円　　　昼食650円　　　おやつ150円　　夕食650円 
滞在費  2,300円　　日用品　　 300円 

支払い方法 
利用者負担金は、毎月２２日（土日・祭日の場合はその翌日）にご指定の金融機関の口座から引き落としさせていただきます。 

＜希望者のみのサービス＞ 



 
※経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事情がある場合、上記費用について変更することがあります。その場合、事前に  書
面にて変更する内容及び事由について、ご利用者に説明いたします。 
※利用予定日の前に、ご利用者の都合により、介護予防短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは、新たな  
サービスの利用を追加することができます。この場合には、サービス実施日の前日午後5時までに事業者に申し出てください。 

　    尚、当日の利用中止の連絡においては食費のみ実費負担となります。 
又、ご利用者の都合により食事を摂られなかった場合も実費請求させていただきます。 

※サービス利用変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況等により、ご利用者の希望する期間にサービスの提供ができない
場合、他の利用可能日時をご利用者に提示して、協議します。 

その他の費用 
・理美容代→実費　 
・レンタルテレビ→200円／日　 
・電化製品をお持込になった際の電気代→50円／日 
・施設外レク参加費→実費 

　※上記利用料金以外に利用者からの依頼により購入する日常生活品・医療費等は、実費を徴収させていただきます。所得段階
による“滞在費”　“食費”自己負担額の負担軽減制度もございます。担当にお問い合わせください。 

 
6．当施設ご利用の際に留意いただく事項 

【来訪・面会】　面会時間14：00～16：00 
・来訪者は、必ずその都度職員に届けてください。なお、来訪される場合、飲食物の持ち込みはご遠慮ください。 
【食事】 
・食事が不要な場合は、３日前までにお申し出下さい。３日前までにお申し出があった場合には食費は発生しません。 
【居室・設備・器具の利用】・居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 
・故意に又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、利用者に自己負担に
より原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 
・利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、ご利用者の居室内に立ち入り、 
必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 
【喫煙・飲酒】 
・施設内は禁煙です。飲酒はできません。 
【迷惑行為等】 
・騒音等、他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみに他の利用者の居室等に立ち入らないようにしてください。 
【宗教活動・政治活動】 
・施設内で他の利用者に対する宗教活動および政治活動はご遠慮ください。 

7．協力医療機関 
　　　　　　水野クリニック　（嘱託医）　 

〒939-2621   富山市婦中町富崎166-１　　　 
医師　　水野　一郎 

　　　      　 
８．秘密の保持及び個人情報の保護 
当事業所とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又はその家族等に関する個人情報の 利用目
的を別紙１のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法
令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから情報提供を行うこととし、利用終了後も同様の 取扱いとします。 
　①サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 
　②居宅介護支援事業所等との連携 
　③利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 
　④利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 
　⑤生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等） 
 

９．緊急時の対応方法 
当事業所のサービス提供中において利用者の心身に異変、その他緊急事態が生じた場合には速やかに家族、主治医、緊急医療機
関等への連絡を行う等適切な措置を講じるとともに当該利用者に係る居宅介護支援事業所に報告します。 

 
10．事故発生時の対応方法 

当事業所のサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市の担当課へ報告をう
とともに、必要な措置を講じます。 

 
11．非常災害対策 
　　別途「消防計画」により対応します。 

なお、この消防計画及び防火管理者は、事業所を管轄する消防署に届出しています。また、消防署の指導の下、火災発生を想定し
た避難・通報・消火の総合的訓練を毎年、定期的に実施しています。 　　　　　防災管理者　　藤井清則 

 
12．損害賠償 

当事業所の責任により利用者に生じた損害については、事業所は速やかに損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様と
します。ただし、その損害の発生について利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相
当と認められる時に限り、事業所の損害賠償額を減じる場合があります。当事業所は、その為の損害賠償保険に　加入しています。 

 
13．相談・苦情解決の体制及び手順 

苦情又は相談があった場合には、利用者の状況を詳細に把握するように努め、必要に応じ調査し、対応を協議します。 
適宜関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは対応方法を含めた結果報告を行います。 

 
 
14．苦情の受付 

当事業所が提供する、介護予防短期入所生活介護サービスに関するご相談及び 
苦情の窓口  
苦情解決責任者：代表取締役　橋本　和憲 
苦情受付担当者：管理者兼生活相談員　西尾　幸子　 



 
電話（076）461－6118 

受付曜日　月曜日から土曜日　（但し、8月14日から16日、12月31日から1月3日までを除く） 
受付時間　午前8時30分から午後５時まで。 
受付方法　電話及び書面、又は当事業所にて。 

※その他の相談・苦情の窓口 
①富山市役所介護保険課　 

月～金　8：30～17：15 
富山市新桜町7－38　電話　(076)443－2041 

②富山県国民健康保険団体連合会（介護サービス苦情処理）　 
月～金　8：30～17：00 
富山市下野字豆田995－3　電話　(076)431－9833 

　　　③富山県福祉サービス運営適正化委員会　　 
月~金　9：00～16：00 
富山市安住町5－21県社協内　電話　(076)432－3280 
 

15．提供するサービスの第三者評価の実施状況 
現在、第三者評価は実施しておりません。 


